
金山町修景形成助成金交付要綱 

（目的及び交付） 

第１条 町長は、金山町の風景と調和した街並み景観条例（昭和６１年金山町条例第２号）第１条並

びに金山町空き家等の適正管理に関する条例（平成２５年金山町条例第１号。以下「条例」という。）

第１条及び第４条の規定に基づき、町内に所在する空き家等を除去する者に対し、その経費の一部

を助成することにより、美しい景観を保持するとともに、町民の安全と安心を確保するため、この

要綱の定めるところにより、予算の範囲内で助成金を交付する。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。 

 （助成対象者） 

第３条 助成金を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町内

に住所を有する者が申請する場合においては、町民税が非課税世帯（同一住所で世帯分離している

場合は、全ての世帯が非課税世帯であること。）に限るものとする。 

⑴ 空き家等の所有者または相続権利者 

⑵ 前号の所有者または相続権利者から除去の委任を受けた者 

⑶ その他町長が必要と認める者 

 （助成対象空き家等） 

第４条 助成金の対象となる空き家等は、次の各号のいずれかにも該当するものとする。 

⑴ 町内に存するもの 

⑵ 建築物の所有者または相続権利者が複数人である場合は、当該所有者または相続権利者全員か

ら当該建築物の除去についての同意を得られているもの 

⑶ 所有権以外の権利等が設定されていないもの 

⑷ その他町長が必要と認めるもの 

 （助成対象工事） 

第５条 助成対象空き家等を除去する工事（以下「助成対象工事」という。）は、建設業法（昭和２４

年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業、

解体工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律（平成１２年法律第１０４号）第２１条第１項に規定する解体工事業の登録を受けた町内の事

業所等と助成対象者が契約を締結する工事とする。 

２ 助成対象工事は、当該年度１月末日までに完了するものでなければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、助成対象工事としない。 



⑴ 助成金の交付決定前に着手した工事 

⑵ 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事 

⑶ 建築物の一部を除去する工事 

⑷ 公共事業等の補償の対象となっている建築物を除去する工事 

⑸ その他町長が不適当と認める工事 

 （助成対象経費） 

第６条 助成金の交付対象となる経費は、補助対象空き家等の除去に要する工事費（消費税及び地方

消費税を含む。以下、「助成対象経費」という。）とし、次の各号のいずれか低い方の額とする。 

⑴ 建築物の解体に要する費用見積額の１０分の８を乗じて得た額 

⑵ 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費の１０分の８を乗じて得た額 

２ 前項の助成対象空き家等の除去に要する工事費とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 建築物の解体に要する工事費 

⑵ 建築物の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、建築物の解体に要する諸経費 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は助成対象工事としない。 

⑴ 空き家等の建物内及び敷地内の動産の処分費 

⑵ その他町長が不適当と認める工事 

 （助成金の額） 

第７条 助成金の額は、前条の規定により算出した助成対象経費の２分の１以内とし、住宅の不良度

の測定基準（別表）による評点の合計が１００点以上の場合は７００，０００円、１００点未満の

場合は５００，０００円をそれぞれ限度額とする。ただし、住宅の不良度の測定基準（別表）によ

る評点の合計が１００点以上で助成限度額を７００，０００円とする助成対象工事は、付属建物を

含まない不良住宅のみの除去工事とする。 

２ 千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 助成金の交付は、空き家等の所有者または被相続人１人につき１回を限度とする。 

 （助成金の交付申請） 

第８条 助成金の交付を受けようとする者は、工事着手前に金山町修景形成助成金交付申請書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

⑴ 個人情報の取得に関する承諾書（様式第２号） 

⑵ 助成対象空き家等の位置図及び現況写真 

⑶ 助成対象工事の見積書の写し（内訳明細の記載があるものに限る。） 



⑷ 助成対象空き家等の登記事項証明書（未登記の場合は、資産証明書等） 

⑸ 助成対象空き家等の所有者及び相続権利者以外の者が申請する場合は、当該所有者及び相続権

利者の委任状（様式第３号） 

⑹ 助成対象空き家等の所有者等と当該建築物が位置する土地の所有者が異なる場合は、当該土地

所有者の同意書（様式第４号） 

⑺ その他町長が必要と認める書類 

 （助成金の交付決定） 

第９条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を精査し、助成金の交付の

可否を決定し、金山町修景形成助成金交付（不交付）決定通知書（様式第５号）により申請者に通

知するものとする。 

 （申請内容の変更） 

第１０条 前条の交付決定を受けた者で、助成事業の内容を変更又は中止しようとする者は、金山町

修景形成助成金交付変更（中止）承認申請書（様式第６号）を町長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

２ 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を承認したときは、金山町修景形成助成金変更（中止）

承認通知書（様式第７号）により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当初の交付決定内容及びこれに付した条件

等を変更することができる。 

 （実績報告） 

第１１条 助成金の交付決定を受けた者は、助成対象工事が完了したときは、完了の日から３０日以

内又は当該年度の１月末日のいずれか早い日までに、金山町修景形成助成金実績報告書（様式第８

号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

⑴ 助成対象工事に係る領収書の写し 

⑵ 完了写真 

⑶ 廃棄物処理に関する処分証明書類 

⑷ その他町長が必要と認める書類 

 （助成金の額の確定） 

第１２条 町長は、前条の規定により提出された実績の報告が適当と認めるときは、交付すべき助成

金の額を確定し、金山町修景形成助成金交付額確定通知書（様式第９号）により、申請者に通知す

るものとする。 

 （助成金の請求） 



第１３条 前条の通知を受けた者は、金山町修景形成助成金交付請求書（様式第１０号）を町長に提

出し、助成金の交付を受けるものとする。 

 （助成金の返還） 

第１４条 町長は、助成金の交付を受けた者が、虚偽又は不正の申請を行ったと認められたときは、

交付決定を取り消し、交付した助成金の返還を求めることができる。 

 （その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

   規 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 


